
緊急事態条項（国会議員の任期延長その他の国会機能維持） 概要

内閣の発議

手
続

効
果

国会の議決（３分の２以上の多数）

通常の任期（衆議院議員４年･
参議院議員６年）の例外を

作るものであるため

任期延長・前議員の身分復活

国政選挙が適正に実施されるまでの間、衆議院議員又は参議院議員の
任期を延長（上限６ヵ月・再延長可）

・選挙可能時には終了議決（過半数）
・解散後･任期満了後は、前議員の身分を復活させた後に任期を延長

通常の任期（原則）へ復帰させるものであるため

選挙期日特例

解散後40日以内の総選挙実施規定を適用除外

＜国会議員の任期延長＞ ＜議員任期延長以外の国会機能維持等＞

平時をも含めた措置 2 人権保障の徹底

○「絶対に制限してはならない人権」の明記
（①内心の自由の制限、②内心における信仰の自由の制限、

③検閲、④奴隷的拘束の絶対的禁止）
○人権の「本質的内容」の制限の絶対的禁止
（人権の総則的規定において、人権の「本質的内容」は

絶対に制限してはならない旨を規定）

（1）消極的側面からの保障（禁止事項等の明記）
○人権制約の基準の明確化（比例原則の憲法化）

（2）積極的側面からの保障

○衆議院議員の不在時でも70日以内に選挙可能な場合は、常に参議院の緊急集会で対応することを明確化
するため、参議院の緊急集会が衆議院議員の任期満了時にも開催できることを明記

任期満了時における参議院の緊急集会の開催の明記

１ 憲法裁判所の関与

裁判所の関与は必須であるが、憲法裁判所の導入には時間を要する。そこで、①憲法裁判所の設置を見据え

た司法改革（最高裁の人事改革・勧告的意見制度の創設等）を推進し、②憲法裁判所の設置やその関与につい

ては、引き続き、検討を進める。

２ 両院合同委員会等

両院合同委員会や定足数の緩和については、論点を整理し、引き続き、検討を進める。

３ 緊急政令等

緊急政令及び緊急財政処分についても、論点を整理し、条文案の作成に向けて、引き続き、検討を進める。

効
果

国会機能維持事態

国民生活及び国民経済に甚大な影響が生じている場合
又は生ずることが明らかな場合において、

当該事態に対処するために国会の機能を維持する特別の必要があるとき

手
続

事前の国会承認（過半数）

憲法改正禁止
（国が混乱しているときに改正すべきでない）

内閣による緊急事態の宣言

国会機能維持（国会議員の任期延長以外）

(1) 閉会禁止 (2) 解散禁止

(宣言の期間：上限６ヵ月・延長可)

緊急政令等を設ける場合は、
「例外的な事後の国会承認」も検討

実
体
的
要
件

選挙実施困難事態（広範性・長期性）

選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において

国政選挙の適正な実施が70日を超えて困難であることが明らか

参議院の緊急集会との棲み分け(解散・任期
満了時ともに、70日以内に選挙可能な場合
は参議院の緊急集会で対応)の明確化

【原則】内閣による発議

国会の議決による宣言の義務付け（過半数）

【例外】宣言の要件を充足しているにも
かかわらず、内閣が発議しない場合

議員任期の延長中は、
緊急事態の宣言が
あるものとみなす

平時をも含めた措置

1 国会機能の維持

国会機能の維持

検討事項

５事態の発生

①武力攻撃、②内乱・テロ、③自然災害、④感染症のまん延＋⑤その他これらに匹敵する事態

閉会中の場合は臨時会召集
(召集要求に対する期限の
明記により実効性を確保)

○臨時会召集要求に係る召集期限を「20日以内」と憲法上明記

臨時会召集期限の明記


